
令和７年度 四日市市保育所等利用調整実施要領 

 

 

利用を希望する保育施設の申込者数が当該施設の受入可能数を超える等の理由により、申

込児童全員の入所が困難な場合、次のとおり利用調整を行うものとする。 

 

１．利用調整基準 

 保育の必要性を図るため、別紙１「利用調整基準」により児童ごとに点数化する。 

 

２．利用調整の基準日 

 入所申込受付後、以下の基準日までに、保育を必要とする事由を証明する書類や希望施設

変更届が提出された場合、その内容をもって利用調整を行う。 

 (1)４月入所（１次受付） 

  書類の再提出期限である令和６年１２月２５日とする。 

(2)４月入所（２次受付） 

 受付期間の最終日である令和７年１月３１日とする。 

(3)年度途中入所 

 入所希望月の受付期間最終日とする。 

 

３．利用調整方法 

 別紙１「利用調整基準」により得られた基本点数と調整点数を合計した点数をもとに、以

下の手順で利用調整を行う。なお、合計点数が同一の場合、別紙２「順位表」による順位で

利用調整を行う。 

 (1)第１希望の保育施設で調整 

  保育施設ごとに、第１希望の申込者の中で、合計点数の高い児童から順に入所決定を行

う。 

 (2)点数で調整 

(1)で入所決定しなかった児童について、第２希望以下の希望施設の範囲内で、合計点数

の高い児童から順に入所決定を行う。ただし、(1)で調整した後の受入れ枠での調整とな

る。 

 (3)支援児の利用調整 

  四日市市特別支援保育指導委員会による集団体験または配慮検討を行った児童のうち、

保育士との関わりを手厚くする必要があると判断した児童については、保育体制を考慮

し、指導委員会による入所判定結果にもとに、利用調整を行う。 

 (4)転園児の利用調整 

  ４月入所に係る利用調整に限り、令和６年度に四日市市の保育施設に在籍している児童

が、転園を希望し、(1)および(2)で調整を行ったものの入所決定しなかった場合、在籍

している保育施設の継続利用を希望するときは、その在籍施設の利用調整に際し、新規

入所を希望する児童よりも優先して、利用調整を行う。 

 



 (5)きょうだいの利用調整 

  (1)または(2)で調整した結果、令和７年度時点で四日市市の保育施設に在籍しているき

ょうだい、または同時申込みしたきょうだいと、別々の保育施設になった場合、保護者

の意向により希望順位を下げて、同じ保育施設になるよう利用調整を行う場合がある。 

 

４．産後休暇・育児休暇明けに伴う予約申込者の利用調整時期 

４月入所の利用調整時は、７月入所までの予約申込者について実施する。また、年度途中

入所の利用調整時は、入所希望月の３か月前から実施する。 

 

５．入所保留者について 

 ３．利用調整方法による利用調整の結果、入所決定しなかった児童については、入所申請

を取り下げしない限り、申込書に記載された入所希望期間の始期が属する年度末までの間、

引き続き翌月以降も利用調整を行うものとする。 

 その場合、利用調整の基準日は、直近の受付期間最終日とする。基準日までに、保育を必

要とする事由を証明する書類や希望施設変更届が提出された場合、その内容をもって利用調

整を行う。 










